
14 

一体の像から

一大浦光信像と津軽氏一

はじめに

長谷川成ー

近世弘前藩の藩主家である、津軽氏の菩提寺JJZV年寺(現弘前市西茂森)に、

華麗な甲胃をまとい、床机に腰掛けた、喋々しい若武者の像が安置されてい

る(写真「大浦光信像」を参照されたい)。この50センチメートルほどの高さ

の像主が、津軽氏の先祖、大浦光信であることは藩政時代以来知られていた

が、いつ作られたものなのか

皆目見当がつかないでいた。

ところが、最近、史料捜索の

結果、当像の制作年代が判明

した。このことにより、我々

は新たに多くの知見を得るこ

とが可能となったのであり、

本稿では、その一端を津軽氏

の自己認識の問題と関連させ

て考えてみることにしたい。

笑話完詰(1460-1526)とは、

延語、3年 (ω仏久慈(現岩

手県久慈市)から造量(現西

津軽郡鯵ヶ沢町)に入部して

種里城を築き、文亀 2年
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一 大浦光信像
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(1502)、若木山を越えて大識に進出して害軽平野を掌揺する態勢を整えた、

津軽氏発展の基礎を築いた人物という o 彼i立、系図の上では弘議藩主家iこ寵

結し、当時の人々が異体的に想認可能な先担としてf立憲づけられている。し

かし実在の人物か杏かについては、来だ議論が続いており決着はついていな

いのが実情である。

ヌド積では、韓政時代以来、このように実主・非実在が関われてきた大諸光

信が、津軽氏の家系譜は言うに及ばず、江戸幕府の系譜などでどのように扱

われてきたか、その歴史的特徴と党需の位鷺づけについて、まず明確にした

い。その上で、大浦光器裁が制作された経過と意図、 n量軽三読志j麗纂の

なかで光信像制作はいかに位震づけられたか。ついで党ぽ請う掃の整舗と
せんそ'けんしよう

地化の状況を検討するなかで、津軽氏の先笹顕彰のもつ歴史的意義につい

て明らかにして行きたい。

1 .津軽氏の家系譜にみえる大浦光信

江戸時代、津軽氏は同氏の出自について、諸説を自家の家系譜に記してお

り、正議なところは当時からよく分からなかったようであるo しかし多くの

系璽は、延欝3年(1491)、大浦光債が久慈から種里に入部して同地が津軽

兵発祥の地となったとし、光告から家系を開始している。光信については、

伝説的な部分が多く判然としないが、各系図に見える光信について、大関す

れば、次の三つに分類されるであろう。

まず第一は、江戸幕府初の正式家系諮である f覚袋詰象芸品往jでは、光

揺のあと盛借までの系図を史実と認定せず、盛偉の子政信から系躍を開始し

ているo政信一守信一為信一信教という系嬰になっており、設議については、

f家伝にいはく、話金援金援軍事詩議の謡争となる、このゆへに謡氏と省、す。

いまだその其実父つまびらかならずJ(r寛永諸家系鴎低j第10 続群書類従完

成会 1986)と見え、諜軽家の系図は近世において辻平泉藤嬢氏ではなく、

葉原氏本流の近祷家との縁語棄を強調するところから出発した。幕命によって

樟軽家が提出した政倍以前の系譜を、幕府iま認定しなかったことを示唆して

いよう(長谷出 1980)。幕蕃体軒後期に編纂された誉議茶議である f覧鼓軍
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援う議象議jも、 f寛永諸家系図保jの系図を基本的に賭襲した。したがって、

光信は幕府が議纂する正式な家系譜において辻、登場すること誌なかったの

であるo

第二辻、弘前藩の官撰史番「津軽一統志j欝巻にみえる、 f藷議最諺様街

揺決議」の系議である。それによれば、初代の益決る官官(論議長線の
み>j::もとのみつのぷ

三男であるという)、 2ftの金沢右京亮、 3代議 光倍、 4代諒盛倍、 5代
た鈴の号

源敦信、 6代諜為期、 7代藤原為f妻、という系臨であるo為倍以前は、諌氏

を詳していたが、為信以設は藤原氏に転換したという o 初弐金沢右京苑は、

現存している茶室6年(1434)日月の文欝によ号室茨選完のことであ号、

同じく宝徳3年(1451) 3月の文書により 2代は金沢家信であることが確認

されている〈罷立史料館蔵津軽家文書)。ただし、光告については上記のよう

な白萱美などの文欝が残されておらず、実殺の確認は盟難である。

第三は、十三藤原氏の藤原実業を始祖とする系留を、代表とするものであ

るc 十三藤原氏とは、平泉藤原氏の分誌であって、津軽地方の十三の地、表

在の;tiゑ謀議合議持周辺を拠去とした豪族という。これは「長桑志議善護条

〈東京大学史料議纂所議)所載の f前夜選議Jに見える系関であり、それ

の原型となったのは、恐らく 17世紀末から 18世紀初めにかけて書かれた、

法廷官福官峯主J(可思1;14代務主津軽倍政の弟、以下、奇主主と略記)で

あろうと想定される o かな号車い時期から、隷軽民の系譜として藩主家では

適用していたようで、問書は津軽家の家藷としては最もき態に属するもので

あるという{弘前市立国書籍 1970)0なお可足記は、みちのくの世界に広が

るさまざまな伝承の集大成のうえに或ち立っており、平泉伝説そのほかあら

ゆる諮り坊を動員することで富家の系譜を簸ったという(入鶴田 1990)0

しかし、津軽兵が自らの出臨を、平来藤原氏の分涜と iまいえ、 d代末期か

ら中堂にかけての東北地方における支配者の家系に求めたのは、単なる平泉

藤京氏という長謹にアイデンテイティを求めたのとは相違し、自らの支配権

の正統'註を出自にからめて議罰たるものにしようとしたからであるo 光信に

ついては、金沢家信の娘を義り、関家の名跡を継承し高部氏の次、三男に準

ずる待遇を与えられたとある。

また「前代歴譜J，立、安東氏との抗争の過程で、秀栄から四代後の護憲議
あんどう
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第が義官近構議議の女を妾号、藤原氏本混との縁戚関係を有することで、
はしや

かつての奥州の覇者王子泉葉原氏とは裂の血筋を津軽家に入れたと記してい

る。この後は、商務氏との縁域関笹の籍結を記しておち、 については可

足記と問様の記述であるo これらの記述に見える内容は、当然のことながら
けいるい

歴史事実とは到底みなしえない事柄であるが、いずれも、寓蔀氏の係累であ

ることは間違いない。

このように近世を通じて、 「前代臆藷jに見られるような、

氏の作成した自家内部で通男する -伝承と、幕培へ提出する家詩家系の

類は程遠したことが窺われるo その中に為って大浦光信は、津軽氏の作成し

た吉家内部で瀧用する家系譜に記録されたが、最も吉い形態を残す可足記な

どでも光信のみが特筆されてきたわけではなかった。それでは、充信が神経

氏の系譜の中にあって注Eを洛びるようになったのは、何時のころからであ

ろうか。

2. r滞軽一統志Jの議纂と大浦光信

12年 (1727入弘前藩 5代務主意軽審議は、家老主参将棋議芳

f走者として、 4ft藩主津軽信政の遺志を継ぐ形で史欝の本格的な櫨纂に乗り

出した。用AJ会瑳半兵衛、お装結誌が策務部らへ編纂と校正を担当させたo

し命うし申う

同年 12 月 24 自の編纂史料の覧集を命じる数番(長谷川成一夜訂 r~員j捕桜j 究
院上巻脇被毒。弘前市教育委員会 1991)は、次のようなものであっ

た。

①ふ埜援が桑.旨減長長会など醤晶津軽為告の代に家臣であった36名が、

為告とともに害軽地方を南部氏から窃号取る戦争の際に、彼らがいかな

る働きをしたのか。伝承・物語でも構わないので串告し、彼らの子孫が

いればその点も申し出よ G

φ議桑笑議笑条、結語義援等、 ;ti富差益など24名は、為替の征伐をうけ

た者たちであち、被らの由緒、機きの様子、イ去承などの史料を提出せ

よO

③皐議・蓬由など為信の征殺をうけた城主の葺字を知る者は申告せよ。
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命議簡城主の苗字と由緒を知る者は串告せよ。

①為信の時期の戦いに関する史料を知る者は申告せよ o

@為替以前の度史については、持事によらず全て申告せよ。

⑦寛文9年(1紛〉の議長長造の節、蝦夷地での事柄については、覚書を

所持している家豆もいるであろうし、伝聞でも構わないからすべて史料

安提出すること。

以上の 7点にわたる内容の通達であった。

史料収集の基本意思から見える当初の舗纂方針は、とにかく藩祖為信の事

績を詳細に記録することであり、近世弘前藩の出発泣いかまる所に求められ

るのか、という点にあった。次に為稽以前の時期についてもおろそかにせず、

弘前藩が出兵した寛文蝦夷鋒起の際の記録を寂集して、先代津軽信政の事鏡

を顕彰しようとした。

約4年を経過した事保持年、「害軽一統志jは完成し藩主告寿へ献上され

たo その序文によれば、為揺をはじめとする先君の事識を明らかむし、信教

が義蔵を桑装へ振るう様子を明記することにあるという。このような方針に

基づいて轟纂された内容は、津軽氏の始桓を大諦光信と確定し、その事讃を

記録するところから出発したのである。以下、接信一政信一為期一為信と緩

急、なかでも為倍の南部氏との取り合い戦争の麓史は詳謡である O ここには、

意軽地方の地誌を正確に記銭して、同地方に務政を敷いた害軽氏の由緒をま

ず確認して、為信以来約100年を経過した領内の歴史を振り返ってみようと

いう意留が務取されよう c

そのためにも大浦光信を亘接の始笹として詑覆づけることが、議の編纂物

でもって正式になされたのであ号、光信の存在は鎮内にあって俄然大きなも

のとなった。隷軽氏の系譜における基点として、光信は確認される必要が

あったのであり、そこでは人々に党議をよ与強烈に印象づけることが求めら

れたのであろう c 光信像制作の気涯は当時満ちていたのであり、次第で述べ

る菩提寺長勝寺による光儒像製作の提案誌、前述のような全国をもって官撰

史書 f隷軽一統志Jの編纂途中であった弘前藩にとって、願ってもないこと

であった。同寺の申し出安町産に許可した背景には、このような事情があっ

た。津軽氏の始祖として位護づけられた光信に、脚光を溢びせる絶詳の機会
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でもあったと欝えよう c

3.大浦光信橡の制作

「津軽一統志Jの編纂が実絡されているさなかの、事保14年(1729)11月、

津軽氏の菩提寺長勝寺辻、次のような要望を弘前藩に提出した。当寺は200

年の震史を持つ寺であるから、是非、開寺の創建者である大浦光信の{象を翻

作してもらい、その像を寺内に安寵して津軽氏の子孫繁栄・長久を祈祷する

ことにしたいというのである (r訟議議官主覇l副官主J享探15年S月7自

条、弘前市立臨書館議。以下、同史料は f留日記J、江戸昌記は f江戸日記jと轄

。同藩は、期壌にそれを認めたことから、長勝寺では、早速、江戸仁制

作を依頼することとし、「ま装結3乏議」として 6カ条にわたる像形の注文

を作成した。それを簡単にまとめると、次のような内容であった。

①謀議は、約50センチメートルiまどで、床机に腰掛?でいること。
ぎよく金者ん

②顔立ちは、柔和円満で、自にiま玉根を入れること。
ひたなれ

①Ej3欝をつけ、鎧の上から産量を着していること o

§おの手に金の梁艇を持っていること。

⑤太刀を帯び、ていること。

⑥右の擦に議貰を差していることo

現存している光信像と比較すると(14葉の写真参照)、 φ~舎までは、おお

むね上記の注文の通号であり、③の鎧の上から直垂を着していると見える

が、現住、重垂は残念ながら残っていない。蔵量は、約180年を経過する中

で朽ちてしまったのであろう。③の陣貝は、これも残念ながら残っていない。

あと辻、長勝寺が事保14年12月に作成した註文にほぼ沿った形で保存され

てきたのである O をお顔立ちについては、とくに絵橡もしくはモヂルにごとる

伝敢などを参考にするようにとの指示がなく、光信の鎮相は想像の棄物であ

ったようだ。つまり相似性辻、この際余り問題にされていなかったことが判

明する。

長勝寺は、この注文を問寺の弟子が住持をしている、江戸の弱芸芋長呆

(現東京都文京法千駄木)にある経蓮寺を通じ，て江戸の仏師に制作を抜頼した
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あき<~ほうふくじ

(1国 8~r.J 事保 15年 5 A 7百条)。総禅寺は、曹洞宗浅草法福寺の末脊で、

和 4年(1618)、議議仲町にあったが、天和 3年(1683)、火事で類境してか

ら鵠込千駄木に移転したという汀掲歳前討論議J4)0 

半年後の事保15年6月、光信{象誌できあがち、江戸蕃邸の錦軍人によっ

て長勝寺の注文通りに制作されたかどうかの検分が行われ、それをパスして、

ここに「弱域経議説話議jすなわち光信畿が完成した (1江戸日記J事保15年

8月88条)。問年s月12日、厳震に掴也され、日付などの警護の人々に守

られた光信畿は江戸を出発し(男前 同年6月128条)、同月 28目、臨元弘前

に到着して長勝寺に安量された汀菌自記j関年 6月28日条)。弘前到着の擦

は像を囲んだ行興が組まれ、藩主が参勤交代で靖国する時に通過する域下の

経蕗を通って長勝寺に着いたという o 青森ι蔚た議主信舟には、翌日霊草に

よって光宿像の挺着が報告された汀罰的事長発j事探15年6A 29日条)。光

信橡は、藩主のお国入り並の犠式をもって迎えられ、域下の畏衆にもその到

着が宣{去されたのであった。

同年12月に光器像の制作費 3両3参が、弘前藩から長爵寺に対して支給

され、安置した厨子の製作代金も下付された (1器毘記j同年12月17詰条)。

ここに光信像は、「功韓民隷御尊像jとして長勝寺において安聾され、

の蕃主家産軽氏に藍結する先担として、人々から崇敬される対象となったの

であった。

論 3年(1803) I寺桂冶洛藤被J(弘前市立盟書館蔵〉第 S船二、長勝寺

の寺高として弘前藩5代藩主宰軽信寿が寄付した f弱諸説接調諺J1体が記

録されており、これが光器像であることは関違いない。

なお長勝寺が光器録制作を思い立ったのは、享保10年が光償却G年忌

たっており、その際に爵寺で法要を営んだ、ことはもちろんであるが、弘前藩

と藩主家の元組である光借の顕彰を、造像を摸することでさらに軍く行いた

いとのことであった汀国日記j事保15年5月78条)。弘前審では、初代津

軽為話などをはじめとして津軽氏の荷力な先祖に院しては、年急法擦を霊長大

に執り守っており、その際に家陸自諸審の輔纂も実施された(真島 2002)。

先裂の年忌法要は単なる儀式に終わるものではなく、多くはそれに関連づけ

て、政治的な意味合いの強い事業を執り行っており、この度の光信200年忌
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も例外ではなかった。光信像の制作は、 18世紀前期弘議藩の致治重志向を背

としていたのであり、その文援で把撞する必要があろう o

しかし光信畿の制作だけでは、領内の民衆や家臣たちに津軽氏の先祖顕彰

の徹底化は不充分であった。そこで考えられたのが、伝象的に蓄い缶えられ

てきた光信の廟所の整備と探存であった。次舗では、その点について述べる

ことにしたい。

4 .光信窮所の設置

弘前藩の家譜類は、大浦光信の死去を笑某 6年(1526)1悶としている o

f前代歴譜Jによれば、光償i土、種患城の「三ア事うに埋葬され、当時の

人々はそれを「種累ノ裳墓」と称していた。現在、背義弟西津軽郡金参ヶ沢町
みつのぶこうごぴょうしよ

種毘に所在する「光信公錦織所J(以後、光器廟所と略記)を指すことは関連

いなかろう。

弘前落の史書の中で、光信勝所が拐めて表れるのは「害軽一統志Jである O

それによると、家臣たちに築われた光信は、 よって種患城下の端に葬

られたが、彼らにとって奇端ともいえる不思議な事象が頻発して、光信の慕

iま「傷霊カ慕Jと者、されたという O また「津軽一統志j酎巻には、光信は、

自らそ鎧を着装したまま土葬して、下関安東氏の使攻を防御せよとの遺言を

残したと言い、その墓は現在も存をすると述べている O このように種患は吉

くから光信の菩提を唱う聖地として認識されていたことを恭し、 f滞軽一統

志」編纂の時点、すなわち 18蛍紀詰半には光信の慕所は、地理的にも瑛振

の光信廟所とされている場所にあったと考えてよさそうであるo

また長谷川成…校訂 f御用格J寛政本 上巻(弘前市教青委員会 1991)

1158真、宝磐13年(1763)9見3日条では、光信頼所は、 18散記中葉には、

「種農村御麟所Jと呼者、されていて、調囲を柵で関うことを中止して、富来

のように柴壇にして小松などを植え付けるように話事長宇と京高出こ命とて

いる。古来のようにとあることから、光信頼所は本来は柴寝で掴んだ慕所で

あったらしい。これは光借廟所を本来の姿に聞婚させようとする意閣を示し

ており、単なる故毛から聖地としての朝焼整慌がこの時期に早くもなされて
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いたのである。

それでは光信廟所の初見は何時のころに求められょうか。今までの考証で

は、 18世紀前半、事保期には少なくとも纂所の設置はあって、 1750年代に

はその整欝がなされて本来の姿に戻すようにとの指示が下命された、という

点までは明らかになっている。

しかし、果たしてそれ以前に光信墓所の設震は、弘前藩害軽よ去の乎でなさ

れた形跡はないのであろうか。弘吉守藩が、領内統一検地を実施して全領内に

わたる検地帳を作成したのは、官官4年(1687)のことであった。種恩村

の貞利年「紬京恥(弘前市立鴎館蔵)には、問村の嗣(特免除地)
世A.lfんどうち

として、八!幡宮(穣毘入場宮)会どの地に、権現堂埠が揚げられている。

この権現堂地は、種患八幡富など俸の宮は建築物が春在しているにもかか

わらず、毎堂などの建造物はなかったらしい。また特定の神主が管理してい

るのではなく、韓思村でもって堂地を管瑠しているというのであるo

それでは権現堂地は、いったいどこに比定されるであろうか。管江真澄の

「雷のもろたきJに党政8年(1796)、真澄が部石・種皇をめぐったときの記

述として、「長勝の君のふるづかはーツ泰山のほとりに在けるとなんJ(内
ひとつも号やま

出・宮本 1978) と見えており、当時、光器鱗所はーツ森出の麓に為ったと

認識されていた。真澄の記述を誇まえるならば、議現堂地と光器崩所の関係

はかなり深くなるのであり、ここでは権現金地を光器廟所と推定して輸を進

めてゆくことにしたい。

なお後掲の長谷川成一監修『御用格j第一次追録本 下巻(弘前前教育委

1993) 40頁の記事に、光信廟所一筈は、管理者が特定されているむけ

ではなく、種里村で管理整講していることが見える。管理の語うち方も員事4

年の時と関様であったので為り、光告覇所はイ去統的仁詩ヰう謡えという形態

であったといえよう o

以上のように、貞享4年の穂里村「検地水帳Jに記載された「権現堂地J
が、光信廟所に比定されるとすれば、 17世紀後半には光信廟所は弘前藩か

ら年賀免除地の指定を受けていたのであり、さら よりの陰地であると

いうことからすれば、嬢所は貞享4年以前から設定されていたと考えられよ

うo しかし何時の時立で為るのか、 f誇軽一統志jも f検地水!陵jも明記し
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ていないが、 17世紀後半には、津軽氏はこの地を格別の故急として考えて

いたことであろう。

5.光器購所の整備

弘前藩による光信騎月号の設麓は、津軽氏のアイヂンティティを薙認する作

業と平行して行われた可能性がある。 4代藩主樟軽信政i立、自家の歴史編纂

に意欲を持って取ち組んだ藩主として知られており、領内各事社の議是.援
ふだ かんぶん

札や吉書・書籍類を収集した (f冨自記J寛文4年く1664>5月17日条など)。

資史料の収集事業や編纂についての詳細は、拙穣(長谷川 1997)を

ただくことにして、弘前藩では歴史書の編慕によって自らのアイデンチイ

ティを擁立しようとした9 そこで問題となるのは、自家の先張の事績が歴史

的ζ晃て正しいものなのか否か、適正に役務に評価されるものなのかどうか

ということであった。しかも領内』こおいてそれらが広く認証されるか奈かと

いうことは、領内支配の権威確立にも影響を及ほし、大きな謀題であったの

註間違いをかろう。その意味かちも藩の事業として、資史料の収集を組織的

かつ意欲的ζ按滋したのであった。

このように収集した膨大な資史料に基づいて、あるいは津軽家に伝わる伝

本安解釈する中で、語家の先祖の事農を広く領内に自立晃える形で顕彰する

必要が生じたのではないかと考えられる。ここには光議議所を、単なる故地
みつめぷけんしよう

ではなく整地とすることで光信顕彰を揺るぎないものにしようとする意向

が潜んでいた。すなわち、 17世紀の後半から 18世紀にかけて、鎮内支配機

構の整構と支配体制の確立がなされた過桂で、議皇の光信頼所を故地から護

地へ転換することが図られたのである。

光器撤所の管理については、前述のように弘前藩が種農村に委任すること

でなされていたようだ。寛政10年(I798)、藩庁では議議官鴻う接合官接j

の検分を定詰色あこ命じ、覇所についての詳細な報告を受けた(前鶏 f調用

掛j第一次追録本下港、 40頁〉。

この報告辻、光信廟所について藩政時代の最も詳細な内容であ号、現在で

も史務整婚を悶る上で参考になることが多い。特に第 2条語;こ、廟所の田部
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を臨む構立てを取り払い、人1播宮ι払い下げた事慢はよく分からないと為る
ほうれき

が、これは前節の f調用搭j寛政本 上巻1158葉、宝震13年(1763) 9月

3日条に見える記事を指し、構を撤去して吉来の景観を保持するために柴垣

をめぞらすことにしたという事柄である。宝潜期から30数年を経過した寛

敬期に入ると、本来の光借磨所のあり方について藩庁でもその記憶が不鮮明

になってきたようだ。文致期に至ると、嬢所は柵で菌うことが通常であると

いう詑識が疑いも令く表出していることから、 19世紀に入ってからは蹟所

本来の姿については、ほとんど記様されることがなくなっていたようだ。

第4条自に晃える、麟所の管理については、大変興味深い内容である。集

年7月7日、種里村の村人がこぞ、って新所の森の草刈りに参会し、子供たち

も森に遊びに来て草刈りをしているとある O 廟所一帯の管理者は特定の人物

ではなく、いお命る村中抱えとなっており、競所自体の管理・整錆は務庁が

糞在をもって実施するというルーJレが或立していたとみなしえよう O

党借廟所については、期所の奈の管理と廟所自体の整債のあり方が18世

紀後半には弘前議で確立していたようで、津軽氏の故地から同氏発祥の聖地

への転換は誌上のような経過を経て令されてきたのであったO

おわりに

15年(1730)に鱗作された大浦光儒像を中心に、家系譜の中での光信

の取り扱われ方、 f津軽一統志jの器纂における光信の位童、光信像制作の

過程とその援史的背景、その後の弘前藩における光信廟所の整犠と聖地化に

ついて述べてきた。以上の中で明らかになったことを諸まえて、光信像制作

の懸史的意義をまとめてみたい。

近世弘前獲の家系譜は、数多く作成されたが、津軽氏に吉くから伝えちれ
とさみじ わ ら し えんそ

ている十三藤原氏を遠祖とする家系議辻、平泉藤原民との関係を強調し、

信については家借の娘を妻り礎部氏との関係を強議した内容になっている o

これちの家系露iこ見える光信は、やはり伝説的な人物という印象をぬぐい去

ること誌できないであろう o しかし事課16年に編纂された「津軽一統志J

は、光信の事譲から関姶しておち、津軽の統一事業の始まりは、種呈誠に
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拠って題踏の戦国讃主と合戦に及んだ光借にあると認識していたからに他な

らない。津軽氏の作或した、自家内部ゼ通用する記録・伝謀長と、幕宥が編纂

した家譜家系の類は担達したのであるが、光器は津軽家の作成した自氏内部

で通用する家系譜に統一事業の出発を担った人物として記録され、間氏の担

として人々に水く記壊されることになった。ここに光信の姿が具体的に求め

られる契機が存在したのであり、津軽氏の菩提寺長勝寺の提案とはいえ、像

の創作は藩の要望と合致したので、藩の援拐のもと郎産に制作に着手されたo

江戸の仏師の手で制作された光信哉は、厳重な警護のもと江戸から運鍛さ

れ、弘前竣下へは藩主の帰陣に並ぶお関入りの犠式をもって迎えられ、長勝

寺に安置された。

当時、光信を隷軽氏の盤史へ製み込む怜業は、次の 2方向からなされた。

つまり、文字に記錯するのは「津軽一統忠Jの編纂によって、またピジ‘ユア

ルなイメージ作りには、光信壊の制作によって行われたのである。

しかし、弘前藩の企閣は、同f象の制作によって視覚的に藩援の姿を確認す

ることのみで終わらなかった。同藩辻、輸患を光信の境纂の地として公式に

認め、党雪崩所の整舗を堕ることで単なる故地から脱却させて、津軽氏のア

イダンデイティを絶えず確認する聖地化を図ったのである O 具体的には、 17

世紀後半から 18世紀前半にかけて、弘前議は光信の騎所一普を年賞免除地

とし、覇所の設量と崩辺…帯の整備を実施した。その事業は、 4伐から 5代

にわたる藩主たちが鯖力的に推進した穆史事業や光信像棋作などを通じて、

島家のアイヂンチイティを確認する過程でなされた。ここに種皇における光

信劇所は、富家の盤史を臨顧する上で、不可欠の歴史的聖地として認められ、

それらを残し整慣することで、人々の記'憶に鮮明な形で残す必要があったの

である。津軽統ーの震史的なシンボルとして、さらにはそれι基づく開家の

アイヂンティティの再確認には、党倍像と光信崩所が必要不可欠であったと

いえよう。
ぷA，-ttぃ

文政8年(1825)11月には、光信の300年忌の法要が長勝寺で華大iこ執り

者われ、党議顕彰誌ピークをなした。また 18世紀後半島l時、藩庁から光信

顧所に検分の役人が度々諌遣され整爾されたのは、以上に述べたような護史

的背景を詰まえたことなのであって、津軽氏の盟地としての認識が藩として
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擁立されていたからなのであった。
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